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寺
田
浩
明
「
『
崇
明
勝
志
』
に
見
え
る
「
承
債
」
「
過
投
」
「
頂

首
」
に
つ
い
て
|
|
田
面
回
底
慣
行
形
成
過
程
の
一
研
究
|
|」
(
東
京

大
接
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
第
九
八
冊
〉

評

-
本
論
文
は
、
概
念
的
分
析
に
よ
り
、
回
面
白
底
慣
行
の
傍
統
中
園

土
地
法
の
論
理
首
唱
に
お
け
る
位
置
づ
け
を
検
討
し
た
論
文
「
回
面
目
底

慣
行
の
法
的
性
格
」
(
以
下
、
著
者
の
稽
呼
に
な
ら
い
前
稿
と
呼
ぶ
)
を

設
表
し
た
著
者
の
、
第
二
作
目
で
あ
る
。
前
稿
で
の

w
管
業
H

構
造
へ
の

着
目
、
土
地
を
め
ぐ
っ
て
成
立
す
る
貰
・
典
・
租
佃
等
の
諸
類
型
が
も
っ

雨
義
性
・
流
動
性
、
そ
し
て
こ
れ
ら
諸
類
型
間
に
あ
る
構
造
的
共
通
性
の

指
摘
、
さ
ら
に
田
面
田
底
慣
行
の
形
成
を
、
初
援
と
展
開
と
に
分
っ
て
動

態
的
に
把
握
し
て
い
く
構
想
力
等
は
、
評
者
に
と
っ
て
極
め
て
新
鮮
、
か

つ
魅
力
的
で
あ
っ
た
。

本
論
文
は
、
前
稿
の
成
果
を
ふ
ま
え
、
田
面
白
底
慣
行
の
歴
史
的
形

成
・
存
績
に
関
す
る
ひ
と
つ
の
事
例
分
析
と
し
て
、
清
初
か
ら
民
園
初
に

至
る
揚
子
江
河
口
の
中
洲
た
る
江
蘇
省
崇
明
豚
を
と
り
あ
げ
、
営
該
地
域

の
枇
曾
経
済
的
契
機
と
そ
の
法
的
野
結
の
具
健
像
を
解
明
せ
ん
と
し
た
作

業
で
あ
る
。
こ
の
作
業
で
は
、
史
料
か
ら
一
衣
的
に
抽
出
す
る
事
責
認
識

に
お
い
て
、
先
行
研
究
た
る
藤
井
宏
・
草
野
靖
雨
氏
所
設
と
相
違
が
あ
る

だ
け
で
な
く
、
三
次
的
抽
象
化
を
行
な
う
論
理
構
想
に
お
い
て
も
、
商
氏

(
と
く
に
草
野
氏
)
所
設
と
相
違
が
あ
る
。
本
評
で
は
、
紙
幅
の
都
合
も

あ
り
、
著
者
を
含
む
三
氏
聞
の
異
同
よ
り
も
、
著
者
自
身
の
立
論
に
重
黙

を
お
い
て
紹
介
・
批
評
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

な
お
、
本
論
文
に
お
け
る
基
本
的
問
題
視
角
は
、
前
稿
同
様
、
佃
戸
耕

室田

作
経
営
が
そ
の
経
営
枚
盆
行
筋
の
濁
白
濁
立
の
正
嘗
性
を
、
制
割
祉
禽
的
に

獲
得
し
て
い
く
遁
程
の
解
明
で
あ
る
。
主
た
る
使
用
史
料
で
あ
る
康
照
・

乾
隆
・
光
緒
・
民
函
各
刊
の
『
崇
明
勝
志
』
を
、
著
者
に
な
ら
い
、
以
上
、

そ
れ
ぞ
れ
康
照
士
山
:
・
と
呼
び
、
ま
た
、
例
え
ば
、
康
照
志
記
述
が
劉
象
と

す
る
時
期
を
康
照
志
期
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

E

本
論
文
の
構
成
は
、
以
下
の
と
お
り
。

は
じ
め
に

第
一
節
沙
地
開
墾
制
度
と
し
て
の
買
債
承
債
制

第
二
節
、
過
投
と
買
債
承
償
制

第
三
節
康
照
乾
隆
志
に
お
け
る
承
債
と
過
投

第
四
節
清
初
以
前
の
崇
明
租
佃
慣
行
・
試
論

第
五
節
光
緒
民
園
志
に
お
け
る
頂
首
と
、
過
投

お
わ
り
に

「
は
じ
め
に
」
で
は
、
仁
井
田
陸
氏
以
来
、
一
回
雨
主
制
の
典
型
例
と

し
て
考
察
さ
れ
て
き
た
、
山
田
閉
明
島
の
「
買
債
承
債
」
制
に
つ
い
て
、
と
く

に
藤
井
・
草
野
雨
氏
所
設
の
整
理
・
紹
介
を
行
な
い
、
開
抄
着
朕
態
に
陥
っ

て
い
る
雨
氏
論
争
を
、
よ
り
生
産
的
な
も
の
に
す
る
べ
く
、
著
者
は
史
料

に
卸
し
た
事
責
へ
の
徹
底
し
た
還
元
を
提
唱
す
る
。
そ
し
て
、
清
初
か
ら

民
園
初
に
か
け
て
崇
明
租
佃
関
係
を
め
ぐ
り
生
起
し
て
い
た
諸
事
賞
、
具

鐙
的
に
は
「
買
一
償
承
債
」
、
「
遁
投
」
、
「
頂
首
」
一
一
一
概
念
に
つ
い
て
、
可
能

な
限
り
の
賓
態
理
解
と
再
構
成
を
、
以
下
、
行
な
っ
て
い
く
。

第
一
節
で
は
、
買
債
承
償
制
を
い
き
な
り
一
回
雨
主
制
と
結
び
つ
け
て

分
析
す
る
こ
と
を
避
け
、
最
小
限
確
定
し
う
る
そ
の
制
度
内
容
、
及
び
制

度
の
始
期
・
終
期
を
検
討
す
る
。
制
度
内
容
に
つ
い
て
は
、
①
買
債
承
債
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制
と
は
、
業
主
(
田
主
)
に
よ
る
個
別
沙
地
管
理
と
佃
戸
に
よ
る
そ
の
開

墾
と
に
基
盤
を
お
く
開
墾
方
式
に
割
腹
し
た
構
成
で
あ
り
、
②
買
債
と
は
、

国
主
の
も
つ
業
主
権
で
あ
り
、
③
承
僚
と
は
、
沙
地
開
墾
を
め
ぐ
り
、
成

田
後
に
お
け
る
秋
租
三
分
の
一
の
得
分
権
と
し
て
最
初
か
ら
設
定
さ
れ
て

い
る
単
位
で
あ
る
。
④
国
主
は
、
佃
戸
と
の
開
墾
請
負
契
約
を
締
結
す
る

際
に
、
そ
の
承
債
な
る
車
位
の
中
か
ら
、
開
墾
難
易
・
必
要
開
墾
工
本
の

多
寡
に
臨
応
じ
た
分
量
を
佃
戸
に
分
興
す
る
。
⑤
こ
の
形
式
に
よ
っ
て
佃
戸

の
開
墾
工
本
負
捨
は
清
償
さ
れ
、
以
後
、
佃
戸
は
分
輿
さ
れ
た
承
債
の
利

金
〈
具
緩
的
に
は
減
租
〉
を
享
受
す
る
。
⑥
敢
え
て
全
て
の
承
債
(
具
睦

的
に
は
秋
租
三
分
の
一
の
減
租
〉
を
得
た
い
佃
戸
は
、
開
墾
着
工
時
に
投

生
銀
を
支
排
う
、
と
整
理
す
る
。

制
度
の
始
期
に
つ
い
て
は
、
康
照
志
編
者
に
は
、
こ
の
制
度
が
相
嘗
古

く
か
ら
あ
る
慣
行
と
見
え
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
、
終
期
に
つ
い
て
は
、

好
頭
が
開
墾
主
健
と
な
り
、
田
主
が
そ
の
開
墾
工
本
を
金
銭
補
償
し
て
成

田
を
回
牧
す
る
、
新
開
墾
庭
理
方
式
が
一
般
的
に
出
現
す
る
乾
隆
期
を
考

b

え
る
。第
二
節
で
は
、
過
投
に
言
及
す
る
史
料
を
幅
庚
く
検
討
し
、
そ
の
共
通

す
る
属
性
と
し
て
、
議
租
法
と
い
う
牧
租
方
法
を
採
る
佃
戸
耕
作
経
営
の

開
始
に
蛍
り
、
営
該
佃
戸
よ
り
或
い
は
前
佃
に
、
或
い
は
国
主
に
劃
し
て

支
梯
わ
れ
る
金
銭
で
あ
る
こ
と
、
即
ち
、
開
墾
そ
れ
白
樫
と
は
次
元
を
異

に
す
る
概
念
で
あ
る
こ
と
、
を
指
摘
す
る
。
こ
こ
で
議
租
法
と
は
、
秋
牧

後
に
団
地
上
で
牧
穫
物
現
物
を
中
分
す
る
分
租
法
と
も
、
ま
た
、
巌
密
な

定
額
租
と
も
異
な
り
、
基
準
租
額
は
決
ま
っ
て
い
て
も
、
賓
際
の
納
租
額

は
そ
の
年
の
豊
凶
に
昨
応
じ
て
減
免
が
行
な
わ
れ
る
牧
租
法
で
あ
る
。
以
上

か
ら
、
過
投
を
投
生
銀
と
等
置
す
る
藤
井
設
と
、
過
投
を
頂
首
と
同
じ
押

金
と
解
穣
す
る
草
野
読
と
を
批
剣
す
る
。

た
だ
し
、
買
債
承
債
制
下
、
現
寅
に
採
ら
れ
た
牧
租
法
は
議
租
法
で
あ

り
、
康
照
・
乾
隆
雨
志
上
の
承
僚
主
佃
戸
は
、
買
債
承
償
制
と
議
租
法
と

い
う
二
重
の
属
性
の
中
に
居
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

第
三
節
第
一
項
で
は
、
過
投
の
法
的
性
格
の
愛
化
に
つ
き
、
①
康
照
志

に
窺
え
る
過
投
は
、
初
設
の
姿
を
示
し
て
お
り
、
そ
れ
は
、
換
佃
時
の
佃

田
引
き
縫
ぎ
(
「
遁
回
」〉
に
際
し
、
前
佃
の
肥
培
等
に
よ
り
、
時
に
、
議

租
地
佃
作
経
営
が
相
封
的
に
債
値
を
持
っ
て
い
る
場
合
、
こ
の
債
値
に
劃

し
て
後
佃
が
前
佃
に
支
梯
う
(
「
投
」
)
金
銭
、
即
ち
、
佃
戸
聞
の
「
立
退

料
」
(
前
稿
、
参
照
)
の

一
穫
で
あ
っ
た
こ
と
、
②
乾
隆
志
に
窺
え
る
過

投
は
、
展
開
後
の
姿
を
示
し
て
お
り
、
そ
れ
は
、
康
照
志
期
以
後
に
お
け

る
議
租
地
佃
作
全
般
の
債
値
化
(
著
者
は
そ
の
要
因
と
し
て
、
小
作
相
場

愛
動
に
よ
る
、
議
租
法
の
基
準
租
額
蓄
額
全
般
の
相
封
的
低
額
化
を
考
え

る
)
、
そ
し
て
、
全
議
租
地
に
お
け
る
佃
戸
聞
で
の
過
投
授
受
慣
行
の
波

及
と
い
う
事
態
に
制
到
底
し
て
、
回
主
の
側
が
新
規
開
墾
時
に
議
租
法
を
採

用
す
る
場
合
に
、
そ
の
封
債
と
し
て
徴
牧
す
る
に
至
っ
た
も
の
、
と
説
明

す
る
。第
三
節
第
二
項
で
は
、
康
照
・
乾
隆
雨
志
上
の
承
債
主
佃
戸
の
法
的
性

格
に
つ
い
て
検
討
し
、
①
藤
井
氏
は
田
面
権
成
立
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
佃

戸
に
よ
る
承
債
庭
分
権
の
成
立
と
考
え
、
こ
れ
に
関
す
る
積
極
的
記
述
が

は
じ
め
て
み
ら
れ
る
の
は
乾
隆
志
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
②
著
者
は
、
藤

井
設
に
賛
同
し
つ
つ
も
、
康
照
志
で
「
承
債
交
易
の
券
」
と
説
明
さ
れ
、

乾
隆
志
で
「
承
債
出
告
の
契
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
「
承
契
」
に
着
目
す
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評

れ
ば
、
康
照
志
刊
行
蛍
時
、
す
で
に
佃
戸
間
で
の
ゑ
債
相
承
は
盛
ん
で
あ

り
、
以
後
次
第
に
承
債
費
買
へ
移
行
し
て
い
っ
た
だ
ろ
う
こ
と
、
即
ち
、

佃
戸
間
で
の
承
償
責
買
H
図
面
権
成
立
の
時
期
は
、
藤
井
設
の
清
中
期
よ

り
早
く
、
清
初
に
措
定
で
き
る
こ
と
、
を
主
張
す
る
。

第
四
節
で
は
、
清
初
の
買
償
承
償
制
の
大
前
提
た
る
、
佃
戸
開
墾
に
蔭

じ
て
国
主
が
佃
戸
に
承
債
を
分
興
す
る
慣
行
そ
れ
自
鐙
の
形
成
に
つ
い
て
、

い
く
つ
か
の
前
提
と
論
理
的
媒
介
項
と
を
設
定
し
て
仮
設
を
提
示
す
る
。

ま
ず
、
元
末
の
史
料
『
南
村
綴
耕
録
』

「稗
怨
結
姻
」
説
話
を
検
討
し
、

こ
こ
か
ら
、
清
初
の
遁
投
・
承
債
雨
慣
行
に
み
ら
れ
る
、
換
佃
時
、
佃
戸

間
で
該
地
佃
戸
経
営
の
経
済
的
債
値
に
見
合
っ
た
金
銭
が
授
受
さ
れ
る
と

い
う
形
式
そ
の
も
の
は
、
一
万
末
よ
り
存
在
す
る
こ
と
、
を
明
ら
か
に
す

る。
次
に
、
貿
債
承
債
制
の
内
寅
に
関
す
る
稜
生
・
展
開
を
、
清
初
の
承
債

が
有
す
る
、
そ
の
名
稽
・
車
位
の
不
自
然
さ
等
か
ら
、
女
の
如
く
推
測
す

る
。
後
生
段
階
日
①
買
債
承
債
制
は
、
崇
明
田
主
が
、
他
地
よ
り
相
蛍
低

額
(
さ
し
あ
た
り
、
清
初
に
な
ら
い
秋
租
三
分
の
一
の
減
額
)
の
租
負
携

で
の
承
佃

(
H
全
承
債
の
付
輿
)
を
燦
件
に
、
開
墾
佃
戸
を
招
募
し
た
こ

と
に
淵
源
し
、
②
開
墾
佃
戸
が
田
主
か
ら
承
受
し
、
佃
戸
間
で
相
承
す
る
、

こ
の
租
負
携
有
利
な
債
値
が
承
債
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
展
開
過

程
日
夜
生
以
後
の
展
開
は
、
①
開
墾
者
佃
戸
が
承
債
を
承
受
・
相
承
す
る

こ
と
全
t
M
W
形
成
、
即
ち
、
承
債
庭
分
面
で
の
佃
戸
権
限
の
明
確
化
、
質

的
強
化
H
虞
義
の
形
成
相
と
、
②
佃
戸
聞
の
開
墾
地
獲
得
競
争
の
激
化
に

起
因
す
る
、
開
墾
に
よ
り
佃
戸
が
取
得
す
る
承
債
の
縮
減
、
投
生
銀
投
納
、

承
債
傑
退
、
最
終
的
に
は
投
下
工
本
額
相
蛍
分
だ
け
の
承
債
分
割
分
興
制

書

度
の
形
成
、
即
ち
、
佃
戸
取
得
承
債
の
量
的
削
減
H
狭
義
の
形
成
相
と
の
、

二
重
の
相
か
ら
成
り
、
こ
の
雨
相
の
鋳
結
と
し
て
清
初
に
至
っ
た
。

な
お
、
庚
義
制
度
の
始
期
は
、
元
末
と
考
え
て
も
お
か
し
く
な
い
こ
と
、

狭
義
制
度
が
全
島
全
開
墾
地
を
覆
う
普
遍
的
な
制
度
と
な
っ
た
の
は
、
康

照
・
乾
隆
雨
士
山
間
で
あ
っ
た
こ
と
、
を
指
摘
す
る
。
後
者
の
指
摘
は
、
貿

債
承
債
制
を
、
そ
の
後
生
段
階
嘗
初
よ
り
、
現
貨
の
投
下
工
本
額
に
巌
密

に
制
割
腹
す
る

「工
本
償
、
遠
制
度
」
で
あ
っ
た
と
す
る
草
野
読
へ
の
批
剣
、
と

な
っ
て
い
る
。

最
後
に
、
①
佃
戸
聞
の
開
墾
競
争
激
化
は
、
佃
戸
取
得
承
債
の
量
的
削

減
と
と
も
に
、
勢
豪
層
に
よ
る
争
牙
活
動
と
沙
地
支
配
H
買
両
国
承
債
制
の

基
盤
た
る
国
主
に
よ
る
個
別
沙
地
管
理
の
弱
化
、
を
も
た
ら
し
た
こ
と
、

②
康
照
・
乾
隆
爾
志
聞
に
お
け
る
好
頭
(
勢
豪
)
層
の
領
域
的
沙
地
支
配

確
立
は
、
工
本
償
還
制
度
に
純
化
し
た
買
債
承
償
制
を
、
そ
の
制
度
的
精

徹
化
の
極
に
お
い
て
解
健
さ
せ
て
い
っ
た
こ
と
、
を
指
摘
す
る
。

第
五
節
で
は
、
乾
隆
期
か
ら
民
園
期
に
お
け
る
崇
明
租
佃
関
係
の
中
心

的
手
貼
た
る
頂
首
に
つ
い
て
、
こ
れ
が
過
投
と
は
全
く
別
の
構
成
で
あ
る

こ
と
、
そ
し
て
、
全
く
別
の
論
理
か
ら
、
過
投
と
同
じ
く
図
面
回
底
慣
行

形
成
の

一
契
機
と
な
っ
た
こ
と
を
論
詮
す
る
。

ま
ず
、
過
投
に
つ
い
て
、
①
乾
隆
期
の
新
開
墾
鐙
制
移
行
後
、
牧
租
方

法
と
し
て
は
一
般
に
分
租
法
が
採
ら
れ
、
過
投
慣
行
は
減
少
し
た
こ
と
、

②
し
か
し
、
一
部
で
採
ら
れ
た
議
租
法
を
通
じ
て
過
投
慣
行
は
存
績
し
、

民
園
期
に
は
佃
戸
聞
で
の
よ
庭
分
権
を
自
明
に
認
め
ら
れ
た
遁
投
地
(
面

地
)
に
成
長
し
て
い
っ
た
こ
と
、
③
し
た
が
っ
て
、
遁
投
の
構
成
も
回
面

回
底
慣
行
形
成
の
一
契
機
で
あ
っ
た
こ
と
、
を
述
べ
る
。
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次
に
、
民
圏
期
、
過
投
と
同
じ
く
議
租
法
と
佃
田
庭
分
の
属
性
を
も
っ

て
い
た
頂
首
に
つ
い
て
、
そ
の
設
生
か
ら
展
開
に
至
る
過
程
を
再
構
成
す

る
。
設
生
段
階
一
①
出
現
嘗
初
の
頂
首
は
、
新
開
墾
鐙
制
へ
の
移
行
H
承

債
の
消
滅
、
分
租
法
の
採
用
H
遁
投
授
受
の
巌
止
と
い
う
事
態
の
中
で
、

欠
租
捲
保
の
目
的
か
ら
改
め
て
導
入
さ
れ
た
押
租
で
あ
り
、
②
し
た
が
っ

て
、
過
投
と
は
全
く
別
種
の
構
成
で
あ
っ
た
。
展
開
過
程
二
」
こ
で
は
、

量
的
繁
化
H
頂
首
額
の
高
騰
と
、
こ
れ
が
も
た
ら
す
質
的
援
化
H
法
的
援

容
と
の
こ
段
に
分
け
、
前
稿
の
成
果
(
押
租
納
入
と
租
額
低
減
と
の
連
閥
、

佃
戸
耕
作
経
管
と
田
主
租
佃
経
営
と
の

H

管
業
H

と
し
て
の
同
質
問
格

性
)
を
フ
ル
に
活
用
し
て
再
構
成
す
る
。
①
納
入
押
租
額
の
年
利
分
に
見

合
う
減
租
と
リ
ン
ク
す
る
頂
首
額
の
増
加
は
、
頂
首
の
も
つ
欠
租
捨
保
と

し
て
の
性
格
よ
り
も
、
潜
在
的
に
有
す
る

w
地
債
u

の
一
種
と
し
て
の
性

格
を
強
め
る
。
②
こ
れ
に
光
緒
年
間
の
国
債
高
騰
が
加
わ
り
、
頂
首
額
が

一
翠
に
国
債
の
二
分
の
一
以
上
に
達
す
る
と
、
佃
戸
は
国
主
よ
り
も
多
く

の
H

地
債
u

を
分
有
し
て
い
る
と
意
識
し
、
③
そ
の
結
果
、
国
主
蛍
初
の

思
惑
を
こ
え
て
、
佃
戸
が
土
地
庭
分
の
主
導
権
を
握
る
に
至
り
、
田
面
慣

行
を
形
成
す
る
。

「
お
わ
り
に
」
で
は
、
崇
明
綜
に
お
け
る
田
面
回
底
慣
行
形
成
・
存
穣

に
つ
い
て
、
そ
の
形
成
要
因
は
佃
戸
開
墾
(
承
債
)
以
外
に
、
頂
首
(
押

租
〉
と
過
投
の
少
な
く
と
も
二
種
類
あ
っ
た
こ
と
、
即
ち
、
或
い
は
同
時

進
行
的
、
或
い
は
縫
起
的
に
少
な
く
と
も
三
種
三
度
の
回
面
形
成
過
程
が

存
在
し
、
三
者
の
総
計
と
し
て
回
面
白
底
慣
行
は
形
成
さ
れ
、
存
績
し
た

と
総
括
す
る
。

E

以
上
の
簡
単
な
紹
介
で
は
、
著
者
の
巌
密
な
史
料
解
樟
と
、
展
開

過
程
に
つ
い
て
の
論
理
的
動
態
的
な
構
想
力
と
を
十
分
に
傍
え
る
こ
と
が

で
き
な
い
こ
と
を
危
倶
し
つ
つ
、
以
下
で
は
、
著
者
の
問
題
視
角
に
つ
い

て
若
干
の
感
想
を
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

ー
で
述
べ
た
如
く
、
著
者
が
田
面
回
底
慣
行
の
形
成
・
存
績
を
論
じ
る

場
合
の
視
角
は
、
佃
戸
が
、
そ
の
経
営
牧
盆
行
震
の
、
国
主
の
干
輿
を
媒

介
と
し
な
い
濁
白
濁
立
の
正
賞
性
を
獲
得
す
る
過
程
の
解
明
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
こ
の
視
角
は
、
前
稿
で
田
面
権
を
定
義
す
る
に
嘗
り
、
一
回
雨

主
の
土
地
買
買
と
一
回

一
中
主
の
土
地
買
買
と
の
聞
の
共
通
性
と
し
て
、

H

管
業
μ

構
造
が
あ
る
こ
と
、
即
ち
、
田
面
主
も
、
田
底
主
・
田
主
と
同

様
に
、
そ
の
経
営
の
正
嘗
性
を
前
経
営
者
(
日
前
佃
戸
)
か
ら
付
輿
さ
れ

て
い
る
こ
と
L
こ
の
黙
に
着
眼
し
た
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
本
論
文
及
び
前
稿
に
関
し
て
、
多
少
な
り
と
も
生
産
的
な
論
許
を
行

な
う
に
は
、
か
く
の
如
き
覗
角
、
な
い
し
着
眼
そ
の
も
の
の
有
効
性
と
、

そ
の
問
題
黙
と
に
つ
い
て
何
が
し
か
を
語
る
こ
と
が
、
評
者
と
し
て
の
最

低
限
の
義
務
と
な
ろ
う
。

ま
ず
、
佃
戸
ハ
と
く
に
図
面
主
)
と
田
主
と
を
、
"
'
管
業
u

構
造
を
媒

介
に
し
て
み
た
場
合
、
ど
ち
ら
も
濁
白
濁
立
の
正
賞
性
を
も
っ
経
答
者
で

あ
る
と
い
う
共
通
性
、
し
た
、
が
っ
て
同
質
同
格
の
側
面
を
も
っ
貼
を
指
摘

で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
さ
し
あ
た
り
は
、
経
営
の
正
蛍
性
と
い
う
側

面
に
限
定
さ
れ
た
同
質
同
格
性
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
他
方
で
は
、
雨
者
の
聞
に
、
経
営
の
内
寅
(
具
盤
的
な
経
営
の
仕

方
・
原
理
〉
に
お
け
る
異
質
性
、
さ
ら
に
は
格
差
(
さ
し
あ
た
り
、
回
主

の
徴
租
権
に
起
因
す
る
も
の
を
想
定
〉
を
指
摘
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

本
論
文
第
五
節
に
お
い
て
、
著
者
は
、
頂
首
額
の
高
騰
か
ら
白
面
慣
行
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評

形
成
へ
の
過
程
を
、
佃
戸
と
田
主
の
同
格
性
の
側
面
か
ら
説
明
を
試
み
た
。

す
な
わ
ち
、
佃
戸
が
国
主
に
射
し
て
、
経
営
者
と
し
て
の
同
質
問
格
性
の

意
識
を
も
っ
た
時
に
、
国
面
形
成
へ
の
動
き
が
始
ま
る
、
と
も
い
え
よ
う
。

こ
の
結
、
著
者
の

n
管
業
u
構
造
H
同
質
同
格
性
へ
の
着
眼
は
、
回
面
慣

行
形
成
の
動
態
的
分
析
に
必
要
不
可
欠
な
武
器
と
な
ろ
う
。

し
か
し
、
他
方
、
次
の
疑
問
を
押
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
即
ち
、
田

面
慣
行
の
形
成
、
そ
し
て
そ
の
存
績
を
支
え
る
も
の
は
、
常
に
、
同
質
同

格
の
側
面
だ
け
で
あ
ろ
う
か
、
と
。
例
え
ば
、
清
末
の
人
陶
照
の
『
租

寂
』
「
別
異
」
に
は
、
田
面
擢
を
も
つ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
主
の
小
作

料
つ
り
あ
げ
に
抵
抗
で
き
な
い
佃
戸
が
登
場
す
る
、
こ
こ
で
の
白
面
は
、

著
者
の
田
面
定
義
に
合
致
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
か
よ
う
な
回

ハ
2
)

函
主
佃
戸
の
姿
は
、
佃
戸
の
国
主
に
制
到
す
る
異
質
性
、
あ
る
い
は
格
差
が

大
き
く
前
面
に
出
た
場
合
、
と
考
え
る
と
と
も
で
き
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、

田
面
白
底
慣
行
の
形
成
・
存
績
を
語
る
場
合
、
い
か
な
る
欣
況
・
篠
件
が

同
質
同
格
の
側
面
を
前
面
に
出
さ
せ
る
の
か
、
ま
た
、
い
か
な
る
吠
況
・

侠
件
が
異
質
・
格
差
の
側
面
を
前
面
に
出
さ
せ
る
の
か
、
と
問
題
を
立
て

る
こ
と
も
必
要
と
思
わ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
回
面
慣
行
を
定
義
す
る
に

蛍
り
、
経
営
の
正
賞
性
を
語
る
の
み
で
十
分
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
。
今
後
の
事
例
分
析
に
よ
り
、
著
者
の
田
面
定
義
が
さ
ら
に
鍛
え

ら
れ
、
分
析
の
切
れ
味
が
ま
す
ま
す
鋭
利
か
つ
魅
力
的
と
な
る
こ
と
を
期

待
し
た
い
。

書

ハ
1
)

東
京
大
事
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
、
第
九
三
冊
、
昭
和
五
八
年
。

(
2
〉
岸
本
美
緒
「
『
租
薮
』
の
土
地
所
有
論
」
(
『
中
園
|
|
枇
舎
と
文
化
』
第

一
獄
、
一
九
八
六
年
〉
は
、
木
許
の
文
脈
と
は
異
な
る
が
、
回
主
の
怒
意
H
経

済
外
的
強
制
と
い
う
観
黙
を
、
安
易
に
導
入
す
る
の
を
避
け
、
濁
自
の
小
農
的

合
理
性
〈
具
髄
的
に
は
失
業
の
回
避
)
と
い
う
親
貼
か
ら
、
佃
農
の
田
面
所
有

と
国
主
の
田
底
所
有
と
の
異
質
性
を
指
摘
し
、
爾
者
の
同
質
性
同
格
性
を
強
調

す
る
陶
照
の
論
理
破
綻
を
批
剣
す
る
。

(
高
知
大
準
人
文
皐
部
助
教
授
・
片
山

剛、J
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